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民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和５年１２月５日（火） 午前１０時１分 開会 

               午後 ２時２分 閉会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 増 永 和 起  副委員長 光 好 博 幸   委  員 福 住 礼 子 

  委  員 水 谷  毅 委  員 森 西  正   委  員 三 好 俊 範 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のために出席した者 

市 長 森 山 一 正  副市長 奥 村 良 夫 

生活環境部長 吉 田 量 治  保健福祉部長 松 方 和 彦 

保健福祉部次長 谷 内 田 修 

生活環境部副理事兼自治振興課長 川 本 勝 也 

同部副理事兼産業振興課参事 山 下  聰 

市民課長 森 口 雅 志  文化スポーツ課長 妹 尾 智 行 

保健福祉課長 浅尾耕一郎  高齢介護課長 細 井 隆 昭 

障害福祉課長 小 西  仁 

 

１．出席した議会事務局職員 

事務局長 荒 井 陽 子  同局次長代理 香 山 叔 彦 

 

１．審査案件（審査順） 

議案６８号 令和５年度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管分 

議案８０号 指定管理者指定の件（摂津市立正雀市民ルーム） 

議案８１号 指定管理者指定の件（摂津市立市民ルームフォルテ３０１・３０３） 

議案８２号 指定管理者指定の件（摂津市立コミュニティプラザ） 

議案８３号 指定管理者指定の件（摂津市立別府コミュニティセンター） 

議案８４号 指定管理者指定の件（摂津市青少年運動広場ほか８施設） 

議案８５号 指定管理者指定の件（摂津市立温水プール） 

議案８６号 指定管理者指定の件（摂津市民文化ホール） 
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議案８７号 指定管理者指定の件（摂津市立葬儀会館） 

議案８８号 指定管理者指定の件（摂津市斎場） 

議案８９号 指定管理者指定の件（摂津市立保健センター） 

議案９０号 指定管理者指定の件（摂津市立休日小児急病診療所） 

議案９１号 指定管理者指定の件（摂津市立ひびきはばたき園ほか２施設） 

議案９２号 指定管理者指定の件（摂津市立みきの路） 

議案７１号 令和５年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

議案７７号 摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 

議案７２号 令和５年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第２号） 
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（午前１０時 開会） 

○増永和起委員長 ただいまから民生常

任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。委員の

皆さんには、お忙しいところ、昨日の本会

議に引き続き、民生常任委員会をお持ちい

ただきまして大変ありがとうございます。 

本日は、当委員会に付託されました令和５

年度摂津市一般会計補正予算（第７号）所

管分ほか１６件についてでございます。何

とぞ慎重審査の上、ご可決いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

○増永和起委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、森西委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２分 休憩） 

（午前１０時３分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 議案第６８号所管分の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 おはようございます。そ

れでは、補正予算に関わる部分で質問させ

ていただきます。特別会計に関わる部分に

関しては、もし他の委員で質問が出てなけ

れば、そちらで質問していきたいと思いま

す。こちらに関わる部分で質問させていた

だきます。２点、聞かせていただきます。 

 歳入に関して、１９ページ、健康・栄養

等縦断調査費用負担金についてです。内容

について、一度、詳しく教えていただきた

い。 

 歳出の部分で、３１ページです。 

 過去にも聞いており、内容に関しては一

定理解しているんです。負担金の部分で、

介護サービス事業所等物価高騰対策支援

金に関わる部分です。 

 ３３ページで、障害福祉サービス事業所

物価高騰対策支援金、物価高騰の部分が何

個か出ております。内容に関しては、ほぼ

前回と同様かと思います。支給の方法等、

変わった部分があるのか、ないのか、いま

一度、確認のため、教えていただきたい。 

 １回目、以上です。 

○増永和起委員長 答弁を求めます。 

 浅尾課長。 

○浅尾保健福祉課長 それでは、１点目の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 歳入の部分で、健康・栄養等縦断調査費

用負担金が１，５００万円ほどで計上させ

ていただいております。これに対する歳出

の部分でございますが、３７ページの通信

運搬費、調査票作成等業務委託料となって

ございます。 

 この部分につきましては、今年３月に健

都に移転をしてまいりました国立健康・栄

養研究所と３月に締結しました連携の協

定に基づく事業でございます。１８歳以上

の市民の方で、要介護３以上の方を除くほ

ぼ全数を対象とした健康・栄養ウェルビー

イング調査を行う、その経費ということと、

国立健康・栄養研究所から受ける負担金に

なってございます。 

 今回の調査につきましては、令和６年２

月下旬から３月にかけてアンケートを行

うことといたしておりまして、今後、続く
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こととなる研究、それからこの調査に同意

を頂ける方に回答をお願いすることにな

ります。 

 国立健康・栄養研究所とは、少なくとも、

この調査を入口として２０年間は継続的

に回答いただいた方の公的データを研究

のために市から研究所へ提供し、国立健

康・栄養研究所からは研究成果、新たなエ

ビデンスに基づくライフコース別の健康

施策、取組について助言を頂くと、そうい

ったことを想定いたしております。 

 この連携事業の将来像ということで申

し上げますと、摂津市をフィールドとした

先進的な調査の分析結果に基づく取組を

実施することといたしておりまして、市民

の健康寿命の延伸、健康格差の解消、これ

に資する取組につなげていきたいと。この

調査をベースにした連携事業として、行く

行くは摂津モデルとして全国に発信でき

る、そうした先進的な取組になる、そうい

った要素も含んでいるということで、ご理

解をいただきたいと思います。 

 それから、２点目のご質問で、物価高騰

の対策支援金のお問いがございました。 

 医療施設等の物価高騰につきましては

保健福祉課所管でございます。内容といた

しましては、昨年同様、病院には支援金と

して、一律で４０万円、診療所、それから

保険薬局につきましては一律１０万円と

いうことで制度内容を想定いたしており

ます。 

 昨年度に一度、支援を受けておられる機

関が多数ございます。現在、検討いたして

おります部分としては、交付確認の書類を

お送りすることで、プッシュ型での支援を

できないかということで、調整を行ってい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 今回、全体的なボリュ

ームは少ないんですけど、質問項目ごとに

お答えいただけるとありがたいです。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長 それでは、３１ペー

ジ、介護サービス事業所等物価高騰対策支

援金についてお答えさせていただきます。 

 こちらの物価高騰に係る支援金につき

ましては、先ほどの医療の分、障害の部分

も併せまして、内容については昨年度同様

で考えております。 

 支給方法についてでございますが、昨年

度は交付申請書兼請求書という形で書類

でのやりとりをしていたところです。内容

等々、変えておりませんので、昨年度支給

実績があるところにつきましては、医療同

様、プッシュ型での支援を考えております。

こちらにつきましては、交付確認書を送る

形を考えております。 

 この点につきましては、現在、調整を図

っているところでございまして、確認書等

の発送時期は、できる限り年内の発送をし

た上で、１月下旬ぐらいからの順次支給と

したいと考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 答弁が終わりました。 

 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。 

 １点目、健康・栄養等縦断調査費用負担

金についてです。内容について、一定は理

解いたしました。２０年間かけて摂津市の

市民の方、了承を得られた方のみという話

で、健康状態をずっと調査していく内容だ

と思います。 

 １点、お伺いしたいです。将来ビジョン

もお答えいただきましたが、活用の仕方に

ついて、例えば、夜勤が多い方、この地域

に住んでいる方とか、限定的な部分でフィ
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ルターをかけていって、そういう人は、こ

ういう疾患になりやすいとか、そういった

内容が出てくるものなのかどうか。それを、

摂津市で活用して、ビッグデータとしてそ

ろいきれば、転入してきて、その人が同意

されて、仕事は何をしています、ふだん何

時に寝ていますとか書けば、あなたは将来

的にこういう疾患にかかりやすいですよ

というデータが出てくる未来像が描ける

と思えるんです。そういったところまで見

据えた施策なのか、お伺いしたい。 

 加えて、同意を得られないとデータはそ

ろわないと思うんです。個人情報になりま

すので、市民の方一人一人に協力していた

だかないといけない部分があると思いま

す。そのあたりの周知徹底の仕方、摂津市

に住んでいただかないと、なかなかデータ

としてはそろわないわけで、転出されてし

まうとデータが多分途中で途切れてしま

うと思うんです。２０年かけてやっていく

ということです。例えば途中で転入されて

きた方とかのデータを加えていく予定と

かもあるのか、現状の見込みで結構ですの

で、教えていただきたい。 

 続きまして、物価高騰対策支援金に関し

て、各種ご説明いただきました。前回と違

うところは、大きくプッシュ型でやられる

ということです。前回、既に応募されたと

いう言い方が正しいか分からないですが、

使われた方に対して、今回もどうですかと

プッシュされるということです。利用者に

とっても便利だと思いますし、恐らく事務

負担的にも楽になったのかと思います。そ

のあたり、本当に皆さん、もう慣れてきた

というか、今までの経験を活かしていただ

いて、なるべく職員の負担軽減にも配慮さ

れて頑張っていただいていると思います。

大変評価したい部分と思います。 

 今回の部分に関しても、また何か見えて

くる部分があるかもしれませんが、まだま

だ物価高騰、いつまで続くか分かりません。

こういう支給型は昨今、多く続いておりま

す。毎回毎回、そういった形でブラッシュ

アップしていただいて、今までは職員の負

担がすごくかかっていたと思います。随時

改善していってもらいたいので、よろしく

お願い申し上げて、この部分に関しての質

問を終わります。 

○増永和起委員長 答弁を求めます。 

 浅尾課長。 

○浅尾保健福祉課長 それでは、１番目の

質問の２回目のお問いに答弁させていた

だきます。 

 活用の仕方の部分でございまして、ご質

問にもございましたとおり、今回、国立健

康・栄養研究所、いわゆる健栄研との協議

の中では、ライフコース別の健康課題を明

らかにしていくと、そういったことを念頭

に置いてございます。これは運動の部分、

それから栄養の部分、様々ございますけれ

ども、その一人一人がこれまで歩んできた

経歴であるとか、現在の生活の分野でグル

ーピングができるといいますか、そういっ

た内容を今後、研究者の間で研究を進めて

いただくと想定をいたしております。 

 転入の部分につきましても、現在、まだ

協議中でございます。今の想定の研究参加

への同意の部分というのは、調査の部分だ

けになってございますけれども、ご質問の

とおり、転入の方とか、後々、研究に同意

をして参加をしたいという市民の方が出

てくる可能性もございますので、これは引

き続き、どういった入口が想定できるかと

いうことで、健栄研とも協議を進めていき

たいというふうに考えているところでご

ざいます。 
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 以上でございます。 

○増永和起委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。 

 ３回目、要望だけで終わります。 

 本当にすごい夢のある話だと私は思っ

ています。さっき言わせていただいたよう

な活用の仕方ができれば、摂津市がものす

ごい健康・医療のまちとして魅力あるまち

になると思っています。何か不安があれば、

摂津市に転入したらデータがあるから、一

発でどういう疾患が出るとか分かるよう

になればすごい魅力的で、転入理由にもな

ると思います。 

 そのためにも、先ほど申し上げたとおり、

どんどんデータを蓄積していかないと活

用できるデータにならないと思います。転

出していかれる方、亡くなられる方もいら

っしゃると思いますので、データとしてど

んどん取り入れていかないといけないと

思います。５年後、１０年後、どういう形

になるか分かりませんけども、新たなデー

タを積極的に取り入れていただいて、活用

する時期が少しでも早まるようにお願い

します。 

 加えて、もしデータが出れば、例えばこ

の人は年に２回がん検診を受けたほうが

いいとか、そういうデータが出るかもしれ

ません。そういう場合は、補助的なシステ

ムも今後、大分先の話にはなるとは思いま

すけども、考えていっていただきたい。要

望して、質問を終わります。 

○増永和起委員長 ほかにございますか。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 今、三好委員からも質問

があり、健康・栄養等縦断調査費用負担金

が入ったということです。約１，５３６万

円は健栄研からの研究費を当ててもらえ

たということでいいんでしょうか。また、

研究費がどのような経緯で入ってくるも

のなのか、お聞きします。 

 それから、物価高騰に対しての医療機関、

また介護サービスについてはご質問をさ

れました。障害者の事業所については、ど

の施設においても若干、前年より数字が違

っているんです。今回、障害者は、割と増

えているので、件数とか、何か内容が変わ

っているのか、お聞きします。 

 以上です。 

○増永和起委員長 浅尾課長。 

○浅尾保健福祉課長 それでは、１点目の

ご質問で、研究費のお問いでございました。 

 これは、健栄研との協議の中で、どの部

分を負担するですとか、あるいは研究費用、

これに活用することを健栄研の内部で決

めていただいておりまして、本市における

予算審議を経てご可決いただいた後に、健

栄研と覚書を結ぶ想定をいたしておりま

す。 

 実際には、今年度の調査に係る費用につ

きましては、契約ですとか支出は一旦、市

が行うことになりますので、その実績を持

って協議をしていた応分負担ということ

で、健栄研に請求し、支払いを求めると、

そういった流れになるということでお願

いしています。 

○増永和起委員長 小西課長。 

○小西障害福祉課長 障害福祉サービス

事業所物価高騰対策支援金についての事

業所数のお問いでございます。 

 昨年度におきましては、全４４事業所、

通所系事業所が１９件、入所・居住系事業

所が１４件、訪問系事業所が３件の計３６

事業者への支援でございました。今年度に

おきましては、通所系事業所が３０件、入

所・居住系事業所が２０件、訪問系事業所

が４件の計５４件となっております。昨年
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度比１０件増となっております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございます。 

 健栄研の研究費がもらえて、摂津市の健

康に関する研究をしていただけるという

ことです。今回、目的とする対象者は１８

歳以上と思うんです。健康寿命の延伸も目

的にして、こういう研究がこれからなされ

るということであれば、ぜひ１８歳未満の

未成年者、そういう子たちの健康に関わる

研究を提案して、やっていただきたい。生

まれたときから何を食べるかは親の考え

方次第、経済的なことももちろんあるんで

すけれども、それによって、自分の食べ物

というのは将来ずっと関わってくると思

います。あとは本人が自覚をして、大人に

なったときにこういう食べ方に変えよう

とかになっていきます。体を作っていく未

成年の世代に、しっかりと健康に関わるこ

と、また、どういうものを食べることが将

来的にいいのか、学習能力もそうかもしれ

ません。精神的な面でもキレやすい子が多

いのも、こういう食べ物の影響もあるのか

と思います。 

 もう一つは、思春期から３０代ぐらいま

では、ダイエットというのが非常にありま

す。最近は男性も美に対する興味はかなり

上がっています。マッチョを目指す、筋肉

を増やす方もいらっしゃるんです。そうい

う極端な体に負荷を与える、やせるため、

また体を鍛える。何をとるかは本当に大事

だと思っているんです。特に女性は極端な

ダイエットをしますと、将来的に内面の影

響があって、出産にも影響してくるという

話も以前聞いたことがあります。 

 世の中、添加物がいっぱい入っている食

品がたくさんあります。それは仕方がない

と思うんです。ただ、子どもの頃から何を

食べ、口に馴染んでいるものがいかに良い

ものか、悪いものかを知ることも大事とい

うような研究を市からいろいろと提案す

ることで、また研究費も頂けるのであれば、

ぜひともそういった提案をいろいろ考え、

進めていただきたい。要望とさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、障害福祉サービスの事業所が

今回、複数にわたって、件数も増えたとい

うことであります。そういった事業所にお

きましては、本当に介護サービスもそうで

すし、医療関係もそうですけれども、新型

コロナの感染症が５類に移ったとはいえ

ども、まだまだ利用者の健康、感染対策、

そこで従事される方の感染対策は本当に

ずっとこれからも続いていくと思います。 

 そんな中、事業所の運営で光熱費や様々

な物価高騰の影響を受けていることを考

えたとき、こういった支援はしっかりと皆

様に早く行き渡るように、ぜひともまたご

支援いただきたい。これは要望とさせてい

ただきます。 

 以上です。 

○増永和起委員長 福住委員の質問が終

わりました。 

 ほかにありますか。 

 森西委員。 

○森西正委員 ２７ページ、住民基本台帳

のシステム改修委託料があります。この中

身を教えていただきたい。 

 先ほど来、介護、医療、障害ということ

で物価高騰の質問がありました。プッシュ

型で、それと支援実績がないところは、交

付申請書を送って請求書という流れにな

ると思うんです。全体の中で、プッシュ型

がどの程度になって、交付申請書という形

で送られるところは数字的な部分で把握
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をされ、もしくは前回、事業所の中で、支

援金に関して必要ないということで、申請

をされない事業所がどの程度あったのか

を教えていただきたい。 

 それと、３７ページの健栄研との連携協

定といいますか、調査票です。連携協定で、

健栄研から調査をされたりということで

す。本市は、連携協定して中に入っていく

ということであります。中へ入る入り方は

どういうふうな形で入られるのか、具体的

な話になっているのかどうか。例えばそう

いう調査をする際に、本市がその中に入り

ながらしていくのか、ただデータだけくだ

さいという形で進められるのか、今の分か

る範囲で教えていただきたい。 

 ４１ページ、物価高騰対策割引券交付金

です。今、セッピィ割引券が１月末までで、

使用できます。これに引き続いてというこ

とだと思うんですけれども、具体的に中身

を教えていただきたい。 

 以上です。 

○増永和起委員長 答弁を求めます。 

 森口課長。 

○森口市民課長 それでは、市民課に関わ

りますご質問にお答えいたします。 

 ２７ページ、住民基本台帳システム改修

委託料の中身でございます。 

 令和５年６月に改正戸籍法が公布され

まして、住民票等に氏名のふりがなを記載

することになったことに伴い、システム改

修が必要となったものでございます。 

 改修内容といたしましては、住民票にふ

りがな記載を可能とするため、管理機能を

追加し、実際に印字をするために、対象帳

票のレイアウトを変更するものでござい

ます。そのほか、Ｊ－ＬＩＳの全国サーバ

ーと連携する住基ネット連携プログラム

の修正やコンビニ交付連携プログラムの

修正も行うものでございます。その他、関

連事項の軽微な改修等もございます。こち

らにつきましては、１０分の１０国庫補助

の対象となっておりまして、歳入の１７ペ

ージ、社会保障・税番号制度システム整備

費補助金で歳出と同額を計上させていた

だいております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 ２番目のご質問の

うち、介護サービス事業所に係る物価高騰

についてお答えさせていただきます。 

 支援の内容につきましては、昨年度実績

で９２事業所ございまして、今年度１１７

事業所の予算を計上しております。ですの

で、２５事業所が交付の申請をされていな

いんですが、こちらにつきましては改めて

案内をした上で、申請書兼請求書を送付さ

せていただきたいと思います。 

 また、今年度におきまして新たに開設を

されている事業所が５事業所ございます。

こちらにつきましても、昨年度の取組をご

存じないかと思いますので、事業所連絡会

等々を通じまして、改めて趣旨等を案内さ

せてもらった上で、申請書をお出ししたい

と考えております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 浅尾課長。 

○浅尾保健福祉課長 それでは、２番目の

ご質問で、医療に係る部分についてお答え

をさせていただきたいと思います。 

 昨年度、医療施設等の支援事業者の実績

といたしまして１１４件となっておりま

して、申請がなかった事業所がおよそ１０

事業所ほどございました。今年、新たに開

設された機関、それから事業を止められた

機関と出入りは若干ございますけれども、

１２２の事業所ということで、今回、予算
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計上させていただいております。 

 介護と同じくになりますけれども、対象

が三師会の所属がほとんどでございます

ので、新しい事業所あるいは申請が必要と

なる事業所については、三師会とも連携し

て、情報をしっかりと提供していきたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 小西課長。 

○小西障害福祉課長 障害福祉に係る支

援金についてでございます。 

 プッシュ型の割合につきましては、前回、

３６事業所のデータがございますので、５

４事業所中、６７％につきましてはプッシ

ュ型でということになります。 

 それと、前回申請のなかったというとこ

ろでございますけれども、通所系事業所が

３件、入所居住系事業所が５件、訪問系は

ゼロ件の計８件でございます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 浅尾課長。 

○浅尾保健福祉課長 それでは、３番目の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 調査のお問いでございまして、市の役割

でございました。 

 今回、市民の方を対象とした調査の調査

票の中身につきましては、これは研究所の

研究者で質問事項等を決めてございます。 

 市の主な役割といたしましては、市民の

方が同意をされる前に、一旦、全数の調査

票の送付を行いますので、この部分の役割、

それから同意を頂いた後になりますけれ

ども、公的な保有データ、同意を頂いた方

の分について、健栄研へ提供していくと、

こういったことが市の役割として想定を

いたしているものでございます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、４番目、

４１ページの物価高騰対策割引券交付金

に係ります具体的中身についてでござい

ます。 

 こちらは１０月２０日から現在実施中

でございます物価高騰対策割引券、セッピ

ィ割引チケットの追加配布に係る予算で

ございます。税込１，０００円の買い物や

サービス利用ごとに１枚利用できる５０

０円の割引券を５枚、２，５００円分を一

人１冊、各世帯主宛にゆうパケットで送付

いたします。割引券５枚のうち、今回、１

枚を小規模店限定券とさせていただきた

いと考えております。１月中には配布させ

ていただきまして、利用期間を２か月程度、

確保したいと考えております。また、併せ

まして、現在、利用期間中でございます割

引券についても、利用期限を延長したいと

考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 森西委員。 

○森西正委員 住基システムの件に関し

て、中身は住民票等に氏名のふりがなを付

けられてということでありますので、よく

分かりました。 

 物価高騰の件に関してです。昨年、申請

をされていないところは、なぜ申請をされ

なかったのか把握されているか、もしくは

要因としてはなぜか、例えば事業者が面倒

くさいからとかがあるのか、教えていただ

きたい。この件に対する答弁は、各々か、

でなくてもまとめていただいても結構で

す。答弁いただけますか。 

 それと、健栄研の調査の件です。このこ

とによって、摂津市民が健康になる、健康

寿命が延伸していくことになれば、先ほど

他の委員からもありましたけれども、摂津

市に住みたいということになってくると
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思います。長いスパンですから、短期には

なかなか出てこないと思います。ただ、今

までどういう生活をしていたことによっ

て、高齢の方は、まだ短い期間で出てくる

のかと思います。例えば本当に若い人であ

ったら、そこは長いスパンで見ないと分か

らないところがあると思います。そこは摂

津市の売りとして全国に発信をしていた

だきたいので、よろしくお願いします。 

 割引券の件に関してです。同じような内

容でということであります。今されている

割引券でお声があるのが、１，０００円を

出して半分の５００円の割引なので、１，

０００円になかなか売上がいかないとい

うところがあるんです。それで、お客さん

から券が使えないというお声がたくさん

あります。例えば飲食店、一人で行くとな

かなか１，０００円いかないので、お店で、

これは使えませんとお断りをしたとか、た

くさん聞いています。そういう声があり、

今回はこのタイミングですから、なかなか

難しいかも分かりませんけれども、もし次

にされるときがあれば、そういった声があ

ったということで、また検討していただき

たい。 

 比較的、喜んでいただいていると思って

おりますので、割引券に関してはよろしく

お願いします。 

○増永和起委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 介護サービス事業

所に係る支援金についてお答えします。 

 昨年度につきましては、コロナ禍にあっ

た中で、介護事業所においては新型コロナ

ウイルス感染症対策介護サービス事業所

補助金の支援も行っておりました。こちら

につきましては、衛生資材の購入等に対す

る支援を行ったもので、支給請求に当たり

ましては、衛生資材等の購入に係る領収書

の添付を求めておりました。こういったと

ころで、事務の煩雑さから、なかなか申請

がなかったというところもございました。

物価高騰対策については、できる限り事務

の簡素化を図ったところではあったので

すが、それでも、コロナ対策にまだ対応さ

れている中で、なかなか請求をされなかっ

た事業所は確かに一部ございました。 

 こちらにつきましても、今年度、また新

たに案内をかけさせていただきながら、で

きる限り請求いただくように案内をして

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 浅尾課長。 

○浅尾保健福祉課長 それでは、２番目の

２回目のお問いで、医療に関わる部分で答

弁をさせていただきます。 

 昨年度、未支給でございました１０件の

うち約半数からは、今回の給付は不要です

ということで連絡を受けております。それ

ぞれに理由はあるものと考えております

けれども、一つの医療機関からは、コスト

ダウン等ができたので給付は要りません

ということで、具体的な理由での辞退申出

がございました。 

 ただ、ご質問のとおり、事務的な要因で

支給を申請できなかった機関というのが

ないとは言えませんので、今年度、三師会

と連携を図りながら、できるだけ給付につ

ながるような形で取り組んでまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 小西課長。 

○小西障害福祉課長 障害福祉サービス

の事業所の、昨年度、支援金の申請のなか

った事業所に対しては督促を行いました。

その督促を行う中で、把握できました理由

につきましては、１件の事業者は休止中で
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あると。障害福祉のサービスを休止してい

るために辞退をしますということでござ

いました。 

○増永和起委員長 森西委員。 

○森西正委員 物価高騰、これ、常時では

ないので、その都度、その都度のタイミン

グでされるものです。常時されている部分

であれば、例えば平素から声を聴いて、そ

れを改善できると思うんです。例えば前回

の審査をされていないところとか、今、確

認をしてお声を聴いているということで

ありますから、次、もしくはその次にする

ときに反映できる形をとっていただきた

いので、よろしくお願いします。 

 商品券や割引券も、何に関してもそうで

す。したときの声を聴いて、次回の事業に

反映できるような形は、全ての事業に関し

てよろしくお願いしたい。要望とします。 

○増永和起委員長 ほかにございません

か。 

 光好副委員長。 

○光好博幸委員 私からは、確認を含めて

簡単に２点です。１点目、今、森西委員か

らご質問がありましたように、２７ページ

の住民基本台帳システム改修委託料です。

先ほどの説明で、住民票にふりがなを付け

る、あるいは国で６月ぐらいに改正があっ

たとおっしゃっていたんですけど、なぜこ

のタイミングで上がってきているのか確

認でお聞かせください。 

 ２点目、要望というか、意見です。４１

ページの物価高騰対策割引券の交付金で

す。セッピィ割引券、私も使わせていただ

いています。 

 先ほどのお話で、現在進行形の割引券、

１月３１日までを２か月延長で、割引券に

期日が書いていたかどうか分かりません

けれども、いわゆる周知、古いやつがもし

かすると１月３１日までですよみたいな

ことにならないように、しっかりと利用者、

店舗も含めて周知していただいて、皆さん

にご利用いただけるように工夫していた

だきたい。 

 １点だけよろしくお願いします。 

○増永和起委員長 森口課長。 

○森口市民課長 それでは、市民課に関わ

りますご質問にお答えいたします。 

 補正がなぜこのタイミングになったか

というお問いでございます。 

 令和５年６月に改正戸籍法が公布され

まして、昨年度からこの方向性というのは

見えていたわけでございます。戸籍法の改

正になりますので、当然、住基システムだ

けではなくて戸籍システム、それから戸籍

附票システム、これらの改修も必要となっ

てきます。 

 令和５年度当初予算で戸籍システムと

戸籍附票システムの改修委託料はそれぞ

れ計上させていただいております。ただし、

令和４年度の予算要求の時期にまだ住基

システム改修委託料の見積が業者で算定

できないということがございました。その

ため、住基システム改修委託料のみ、この

タイミングとなったということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 光好副委員長。 

○光好博幸委員 戸籍は先にやられてい

るということです。これも全国一斉にやら

れるということだと思います。また、シス

テムもいろんな類似のシステムを使って

いる市町村もおられると思います。このタ

イミングで、他市も恐らく補正で上がって

いると思います。恐らく仕事が集中したり、

思うように進まないこともあるかと思い

ますので、その辺の業者とのやりとり等々、
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適宜、しっかりと取り組んでいただきたい。

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○増永和起委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４６分 休憩） 

（午前１０時４８分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 議案第８０号から議案第９２号の審査

を行います。 

 本１３件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。 

 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 個別の質問もあるには

あるんですが、全体像的な部分が多くなっ

てまいりますので、お願いします。 

 今回、１３件、公募、非公募がございま

して、入札等々ありました。今申し上げま

したとおり、公募をされている部分と非公

募の部分があります。踏襲されてきている

部分かと思いますが、公募されているもの

と公募されていないものについて、何でこ

れに関しては公募、これに関しては非公募

になっているのか、改めてご説明いただき

たい。 

 入札の部分に関しても、見させていただ

いたところ、入札されている事業者が基本

的に１社入札のみです。その業者が勝ち取

っているという形が多くございます。本来

の競争原理がこの状態で働いているのか

という疑問があるのです。そのあたりをど

うお考えなのかと、なぜこういう形になっ

たのか、他市でも似たような状態になって

いるのか。全体的な話にはなるんですけど

も、一度、お答えいただきたい。 

 １回目は以上です。 

○増永和起委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 私から答弁させていただ

きますが、所管課の分は政策推進課のため、

直属ではないので、的を射た答弁ができる

か分かりませんが、答弁させていただきた

いと思います。 

 競争原理という部分は、もちろん１社で

は競争にはならないのは承知しておりま

す。２社以上が競争になるであろうと。た

だ、公募をかけたときに、業者のそれぞれ

の事情があろうかと思っています。一定、

指定管理者で仕事を引き受けた限りにお

いては、人材の確保等々がそれぞれの業者

にとっては大きな問題でなかろうかと思

っております。そういう部分では、なかな

か自信を持って引き受けられないことも

あって、それぞれ業者が少なくなっている

のではないかと思っております。 

 それと、一般論ですけども、指定管理の

部分で公募、非公募がございました。一定

の今までの流れでいきますと、それぞれ最

初の、要は地方行政につきましては、まず

公が施設を運営するというのが原則でご

ざいました。それから、公共的団体という

のが運営するのが当然になっておりまし

た。これは税金を使いますので、いわゆる

公共とか公共的団体が運営することが望

ましいというのが昭和３８年の制度でご

ざいました。 

 それから、それ以降にそれぞれ改正がな

されています。 

 それから、平成３年には公の施設の管理

受託者の範囲が拡大されました。この時点

での改正点というのは、公の施設を管理受

託者として、地方公共団体の一定の出資法

人を追加されました。市でたとえますと、

千里丘の摂津都市開発、ここはこれに当た
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るのではなかろうかと思っております。 

 それから、それ以後、平成１５年に、指

定管理者制度が誕生しております。公務を

担保にしながら、利用料金を民間事業者が

収受できることによってインセンティブ

を確保するための工夫が組み込まれてお

ります。 

 これをずっとひも解いていきますと、そ

れぞれいろんな時代背景がございます。現

在は少子高齢化で、それこそ財政もこれか

らしんどくなろうとしております。その中

で、いかに効率よく施設を運営するか。こ

れは、公全体で運営するとなれば、金銭的

にもそうですし、それぞれいろんな守備範

囲も広くなっておりますので、一定、民間

にお任せできるところはお任せすると、こ

れが今までの公の施設の運営の大きな流

れではないかと思っています。 

 我々は、最小経費で最大のサービスとい

うことになりますので、指定管理者制度を

うまく使いながら、それぞれのサービスを

向上させることが大事になってくると思

っております。 

 一つは、公共施設そのものは公共的必要

性があるとなっておりますが、どんなに頑

張っても単独で独立採算というわけには

なかなかいかないのが現状でございます。

赤字が出ても仕方がないということでは

なしに、いかに赤字を少なくするかが我々

の使命ではないかと思っております。税金

で建設し、運営費用を賄っている公の施設、

施設を利用していない住民もコストを負

担しております。そういう意味から、利用

していないですが、コストを負担している

という住民を少なくすることが我々の一

つの目標ではなかろうかと。つまりは、施

設を大いに利用していただく、そのための

民間のノウハウをしっかりと引き継ぎな

がら、しっかり民間のノウハウを展開して

いただきたいというのがこの指定管理者

制度と我々は理解しております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。

２回目をお伺いさせていただきます。 

 もう一回、お聞きしたいんです。入札制

度の部分で、競争原理が１社では働かない

んじゃないかというところです。人材確保

等が難しいという背景を教えていただき

ました。今回、入札者を増やすに当たって、

どのような努力をされたのか、前回と変わ

った点があるのかどうか、教えていただき

たい。 

 これも先ほど申し上げたんですが、他市

も同じような形で１社入札ばっかりなの

かどうか、教えていただきたい。 

 公募、非公募の部分に関してです。いろ

んな歴史があるというご説明を頂きまし

た。最後のほうでお話しいただきましたが、

なかなか独立採算がとれない部分で、企業

努力をどうにかしてやって、赤字の部分を

なるべく減らす努力をしていく心構えは

分かるんです。前回、福住委員もお話しさ

れていましたけど、新たな公共施設を造る

際に、別府コミュニティセンターとかを例

に出して、なかなか稼働率が悪いというお

話をされていました。実際、公募されてい

ない部分に関して、なかなか企業努力とい

うのが数字で見えてこない部分が大いに

あると思います。全体像としてだめなので

あれば、別府コミュニティセンターだけの

部分をとってでも結構なので、どういう部

分を今回評価して、もう一度、お願いしよ

うと思ったのか、教えていただきたい。 

 指定管理評価表の部分でも、公募されて

いない部分、公募している部分で大きく評
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価が分かれていたと思います。公募されて

いない部分が基本的に軒並み低く、医療系

は置いといて、民間に委託している部分は

なかなか評価が高いと率直な感想を覚え

た記憶があります。それも踏まえて、今回、

もう一度、非公募という形でお願いするの

は、それで大いに結構なんですが、今まで

の評価とかあるわけですから、どういう部

分を今回、変えてくれとお願いというか、

話合いをしたのか、詳しく教えていただき

たい。 

 もう１点、お伺いしたいんです。先ほど

副市長から、採算部分があるという話です。

一方、正雀の自転車駐輪場の部分に関して

は、完全に委託ではなくて、独立採算をし

ていただいて、市からは委託料を支払って

いなかった記憶があります。その代わり、

売上部分で運用してほしいというお願い

をしていたと思います。 

 今、残っている分に関しては、そんな完

全に採算がとれない部分が残っているん

だろうとは思いますが、委託費と収益が上

がる分に関して、企業努力をお願いすると

いうことであれば、割合を今回、変えてい

ったのかと思うんです。例えば今まで委託

費８割、売上２割とってくださいという形

だとしたら、次は売上３割、例えばそうい

うお願いを多分、流れとしてはしていくと

思うんです。そのあたりも含めて、どうい

う形になったのか、教えていただきたい。 

 政策的な話が多くありますので、答えら

れないとおっしゃるかもしれません。民生

常任委員会に付託されていますので、申し

訳ないですが、お答えいただきたい。 

 ２回目は以上です。 

○増永和起委員長 全体を奥村副市長と

いうわけにはいかないと思います。それぞ

れの課で、公募、非公募があると思います。 

 赤字を減らす努力は別府のコミセンだ

けでいいんですか、三好委員。 

○三好俊範委員 他も答えられるのであ

れば、答えていただきたい。 

○増永和起委員長 一つは、赤字を減らす

努力について。非公募のところは評価が低

いがどうか。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 別府コミセンも市民文

化ホールも一緒です。だから、その辺を含

めて、どういうお願いをしていたかとか、

どういう話合いをしているのか。 

○増永和起委員長 課ごとに言ってもら

います。 

 赤字を減らす、評価が低い。非公募の評

価が低いということです。 

 入札が１社しかないところが多いが、入

札を増やす努力をどんなようにしている

のか。それから、同じような施設で、他市

はどうなのか。その４点をそれぞれ答えて

もらうでいいですか。 

三好委員。 

○三好俊範委員 正雀の自転車駐車場で、

そういう形もあったのか、どういう交渉を

されたのかどうかも加えて。 

○増永和起委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは、るるご質問があ

りましたけれども、私の答えられる部分と

いうのはごくごく限られてまいります。 

 それぞれ、今、入札の方法で努力をした

のか、あるいは１社が複数社になるように

努力をしたのか。これについては、要は、

政策推進課でいろいろ調整をしておりま

すので、私からは答弁はなかなか難しいと

思っております。 

 それから、公共施設、もともとは赤字が

出るとお話しさせていただきました。自転

車置き場等々については、今までは公がや
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ろうとも、民間がやろうとも、それぞれ黒

字になる施設と思っております。ただ、そ

れ以外の箱物の部分については、どこの施

設でありましても、当然、赤字が出てまい

ります。例えば、別府コミュニティセンタ

ーを民間が造るかというたら、絶対に造り

ません。それはなぜかといいますと、イニ

シャルコストも、あるいはランニングコス

トも、そういう部分を売上として見込めな

いからと思っております。しかしながら、

そういう施設については、地域のつながり

とか、あるいは地域の活動とか、そういう

支援をする意味では、当然、赤字であって

も公が率先して造らなければならない、こ

ういう意味での赤字。ただ、そのときに利

用者が一人でも多く利用していただくこ

とが、同じ公費を投入しても一定、それぞ

れ役に立ってくるであろうという意味で

ございます。 

 それと、非公募、それから公募の部分で、

いわゆる評価の違い、これは当然ながら、

そこにつきましては民間が一定期間、例え

ば５年の間に評価を下げれば、次に再度、

指定管理は指定してくれないだろうとい

う危機感が当然あろうかと思っておりま

す。 

 ただ、それだといいましても、市の外郭

団体が手を抜いてるということではない

んですけれども、民間はそれぞれ必死にな

って、そういうことに携わってくれている

のではないかと思ってます。 

 我々は、今までの歴史的経過の中で、外

郭団体を持っております。そんな中で、そ

こに対しては、当然指導はしていかなけれ

ばならないと思っています。 

 非公募の、いわゆる外郭団体の扱ってい

る施設、ここについてはしっかりと管理を

していただきたい、この思いは絶えず我々

は思っております。 

 それから売上の部分で、自動車駐輪場の

部分の２割を３割にするとかという分が

あるんですけれども、そこは要は収益を見

ながら、そこのところで、１２０％売上と

いうのはまず無理だと思っています。 

 自転車であれば、一定の収容台数は決ま

っております。それ以上の収入があるので

あればもちろんそうですけれども、２割と

いう部分については、民間企業をいじめる

ことになりますので、そこは一定の様子を

見ながら、話合いということになろうかと

思っております。 

 以上、答えられる部分は、答えさせてい

ただきましたが、個別については、担当で

お問いをしていただければと思っており

ます。 

○増永和起委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 それでは、別府

コミュニティセンターですが、どういう部

分で非公募なのかというお問いでござい

ました。 

 別府コミュニティセンターにつきまし

ては、平成２８年１２月の開設以来、地域

に根差した施設の運営に努めているとこ

ろでございますが、ここに来てようやく、

地元の自治会や登録クラブとのつながり

ができ、地域に根差した運営が花開いてき

ているところでございます。 

 具体的には、自治会と連携して開催する

青空市や、登録クラブや自治会などと協働

して実施するコミュニティセンターまつ

りなどが挙げられます。 

 今この段階で指定管理者が変更となり

ますと、せっかくできた地域とのつながり

がまた一からということにもなりかねま

せんので、現段階では現在の指定管理者に、

引き続き取り組んでいただきたいという
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思いで、非公募としているところでござい

ます。 

 先ほど、Ｂ評価ということでご指摘のと

おり、全体評価はＢ評価でございます。 

 これについては、Ｂ評価は標準というこ

とでございますので、決して悪い評価では

ないとは考えておりますが、先ほどありま

したように、公募した施設が大体Ａ評価と

いうことでございますので、それに比べれ

ば低くなっている状況でございます。 

 この結果につきましては、その内容を指

定管理者と情報共有することはもちろん

のこと、自治振興課と指定管理者との間で

月１回、定例会議を設けております。 

 そういった中で、改善を必要とするとこ

ろは改善をお願いしてまいりたいと思っ

ておりますし、現在も伝えているところで

ございます。 

 今後とも、指定管理者と連携しながら、

市民サービスの向上や経費の節減等を図

れるよう、努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係ります指定管理の件での

問いでございます。 

 まず公募の施設に関しまして、応募を増

やすような取組でございます。ちょうど指

定管理、切り替わりの時期ということで、

民間事業者から、状況のお問合せ等々が事

前にあったこともございますので、公募を

開始した時期には、過去にお問合せいただ

いた事業者に、ホームページに募集要項

等々を掲載していますとお知らせはして

おります。 

 ただ、実際に説明会に来ていただけるか

どうかは、その事業者のご判断でございま

すので、実際には体育施設、温水プールと

も、説明会には事前に複数者いらっしゃい

ましたけれども、実際の応募状況は１社ず

つでございました。 

 それから、公募と非公募等で評価の差が

あるということでございました。 

 非公募のところ、確かにＢ評価、標準的

であるということでございますが、この二、

三年コロナの影響があって、文化ホールも

なかなか思うように事業ができないとい

うところで、評価がＢにはなってきてござ

います。 

 ただ、このＢ評価の中でも、何点から何

点未満がＢ評価となっておりまして、令和

２年度、令和３年度、令和４年度と、Ｂ評

価の中でも少しずつ、評価の点数は上がっ

てきておるという状況でございます。 

 この年間の評価結果は、もちろん指定管

理者とも共有しておりますし、また毎月、

定例会議の中で、さらなる市民サービスの

向上ですとか、あと採算性が少し文化ホー

ルの事業、悪いところがあったりしますけ

れども、入場者を増やすような取組ですと

か、かかる経費の支出を減らしていくよう

なところを取り組んでもらうように、指定

管理者にはお願いをしているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 森口課長。 

○森口市民課長 それでは、市民課に関わ

りますご答弁を申し上げます。 

 市民課が所管している施設、葬儀会館と

斎場は、いずれも非公募施設となります。 

 葬儀会館と斎場は、常に連携しておくこ

とが望ましく、一体的に運営することで、

効率化が図れる施設と考えております。 

 また、両施設共に規模の大小を問わず、

多くの葬儀業者が利用するため、管理運営
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は公平公正な立場であることが求められ

ると考えております。 

 公募を行った結果、特定の業者との結び

付きが強い業者が指定管理者となると、他

の業者との不公平感が露呈し、不平不満が

噴出する結果になると考えております。 

 斎場・葬儀会館につきましては、いずれ

もＡ評価を付けさせていただいておりま

す。 

 他市の状況につきまして、葬儀会館を所

有している自治体は、府内４３自治体のお

よそ３分の１程度。一方、斎場につきまし

ては、約９割ほどの自治体が所有している

状況でございます。 

 大阪府内の状況調査を実施したところ、

斎場で指定管理者制度を導入している自

治体で、実際に公募を行っているところが

あるのは事実でございます。 

 しかし、施設管理を前提で立ち上げたＪ

Ｖのような組織、例えば、摂津斎苑管理グ

ループという組織が担っている場合や、

各々の自治体で使用している火葬炉メー

カーの関連会社が担っている場合が多く、

競争が働きにくい面があると考えており

ます。 

 例えば火葬炉メーカーの関連会社が担

っている場合は、炉の老朽化に伴う大規模

改修や、入れ替えを行った際、炉のメーカ

ーが変更した場合に、指定管理者はどうな

るのか、引き続き請け負うことは可能なの

か、そういったところにつきまして先行自

治体に確認すると、今まで事例がないとい

うことでした。 

 今後いろいろな課題を解決していく必

要があると思っております。 

 またそういう自治体のお話等を伺いな

がら、今後の参考としていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 浅尾課長。 

○浅尾保健福祉課長 それでは、保健福祉

課に係ります部分につきまして、答弁をさ

せていただきます。 

 摂津市の保健センター、それから休日小

児急病診療所でございまして、こちらは非

公募になってございます。 

 理由としましては、高い専門性ですとか、

特殊なノウハウが求められるということ

で、他に適切な担い手が存在しない、そう

いった状況にございます。 

 この休日小児急病診療所が昭和５１年

に開設をされておりますが、それに合わせ

ましてその運営を担うものとして、本市そ

れから摂津市の医師会、摂津市薬剤師会の

３者の共同出資により、摂津市保健センタ

ー、一般財団法人として設立をされている

経過もございます。 

 摂津市医師会など関連団体の支援、その

あたりの得やすさですとか、そういったこ

とからも合理的な選択であると考えてお

ります。 

 この保健センター、それから休日小児急

病診療所も、本市と月に一度の定例会を通

じて、様々な課題の共有それから改善に向

けての取組ということで、日々活動を行っ

ているもので、今回の非公募については妥

当なものと考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 小西課長。 

○小西障害福祉課長 ひびきはばたき園

ほか２施設の非公募でございます。ふれあ

いの里では、身体障害者・老人福祉センタ

ー及び多機能型事業所としてのひびきは

ばたき園を運営し、充実した事業展開を行

っております。 
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 また、重度の障害者の利用が多いことか

ら、支援に関しては高い専門性が必要とな

ります。 

 以上から、サービスを継続的に維持し適

切に対応できるのは、現在の指定管理者の

みと考えております。 

 なお、自立訓練及び就労移行支援サービ

スについては、ひびきはばたき園が市内で

唯一の提供事業者となっております。 

 続きまして、みきの路でございます。み

きの路の入所者は、全員が重度の障害者で

あります。過去の経緯を含めた、入所者の

状況を的確に把握した支援が求められて

おります。 

 また、その支援には高い専門性が必要と

され、適切に対応できますのは、現在の指

定管理者のみと考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 三好俊範委員、全体的

なこと、それぞれ個別のことも、答弁を頂

いております。質問するときには、複数で

も構わないですけれども、誰に何を聞くの

かを整理していただきたい。 

 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。 

 副市長はじめ、皆さんがお答えいただい

てありがとうございました。 

専門性がある部分に関しては、全然仕方

がないというか、それはそうだろうと思っ

ています。 

 決して、非公募、公募が悪いと言ってい

るわけではなく、今回の更新する時期に非

公募の部分に関しては、お願いすべきこと

を今お願いしないと、なかなか進まない、

変えるべきことは変えていかないといけ

ないと思い、聞かせていただきました。 

 市民サービスの向上部分で、前回もお話

しさせていただきましたけれども、なかな

かスピード感がない部分であったり、住民

の声を聴けている部分があるのか、疑問に

思うところもあります。 

 せっかく外郭団体にやっていただいて

いるんですから、昔ながらの言い方ですと

ツーカーで、つながりやすいんじゃないか

と、一方で思うわけです。 

 こういうふうにしてよと言って、お願い

して、分かりましたという感じで動くのが、

外郭団体の使い方、やっていき方じゃない

かと思うんです。 

 だからこそ、ある程度不採算であっても、

住民サービスを優先する理屈が通ると思

うんです。なかなか腰が重いような印象も

受けるところであります。 

 それで採算部分に関しても、毎年毎年、

委託費用がどんどんめちゃくちゃ安くな

っていっているのかというと、多分そうい

うわけでもなく、どういうところに企業努

力が見えているのかは、なかなか難しいと

思います。 

 先ほどの入札の件も、公募されている入

札の件でお聞きもしました。１者入札しか

ない部分も多くあり、非公募の入札にかけ

ても入札不調に終わることも大いにある

と思います。 

 ただ、時代の流れ的にも、公募をかけて

いる市は多くあると思います。そういった

ところに対応できるように、説明会には来

てもらえたけれども応募には至らなかっ

た、よくある話だと思うんです。 

 ただ、公募、非公募の分関わらず、いろ

んな企業に応募してもらえるような、発信

もしていただきたい。１点要望です。 

 プラス住民サービス向上、そして売上原

理主義ではないですけれども、売上が上が

れば、住民の方も喜んでその施設を使われ

ているということです。幸福度も上がるで
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しょうし、市の税金負担も減りウィン・ウ

ィンになると思うんです。 

 そのあたりの努力は今回を機に、正直も

っと具体的にこうやっていくんだという

思いが欲しかったので聞かせていただい

たんです。 

 ５年間これでやっていく、次の５年には、

しっかりと方針というか、こういうところ

を次は変えていくんだという整理をして、

示していただくよう要望して、質問を終わ

ります。 

 以上です。 

○増永和起委員長 三好委員の質問が終

わりました。 

 ほかにありますか。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 総体的なことはほぼお

聞きになられましたので、気になることだ

けお伝えをしておきます。 

 正雀市民ルームです。これまでの５年間

で喫茶、憩いの場、そういう場所も作って

いただいて、いかんせんコロナということ

が大半ありましたので、利用がなかなかだ

ったんだと思います。今はクリスマスの飾

り付けをされたり、コーヒーというのぼり

まで立って、正雀市民ルームなのか喫茶店

なのかというところまで、それでいろいろ

工夫されていることは大変ありがたいと

思います。 

 受付の方も非常に不慣れな中、一生懸命

汗をかきながら手続をしてくださってい

る光景を見ていますと、先ほど副市長がお

っしゃった人材確保は、本当に大変な中で

の確保をしながらやっていただいている。 

そんなにしょっちゅういっぱい来ている

施設ならいいですけれども、そうでないと

きがありますと、その辺の不慣れさはある

と思います。 

 ただ１点、私も正雀市民ルームの前はよ

く通ります。あそこは、禁煙エリアと喫煙

しても良いエリアの境目みたいなところ

があります。そこで、多分職員だと思うん

ですが、たばこを吸っていらっしゃる。た

ばこがいけないというわけではありませ

ん。そこは吸っても良いぎりぎりのエリア

なので良いんですけれども、できたらどこ

か違うところで吸ったほうが見栄えが良

いんじゃないかと本当に気になるところ

です。 

 本当に、努力していただいていることは

よく分かっております。こういう施設にち

ょっと座ってコーヒーでも飲める場所が、

正雀エリア、本当に少なくなってまいりま

した。これは本当ありがたいことです。そ

こら辺は、言えるものであれば言っていた

だきたい。 

 あと、味舌体育館です。新しくできまし

て、稼動したときは本当にピカピカの体育

館で、冷暖房も完備され、トイレもきれい

で、本当にすごく良い体育館です。特にジ

ムなんか人気があると思っているんです。

この体育館施設は全体的に同じ企業がや

ってくださっている。その辺の連携は、多

分随分やっていらっしゃるんだと思いま

す。 

 もう一つ、味舌体育館ができまして、そ

の体育館に入るとき、ほんのちょっとの段

差があったんです。ほんのちょっと、扉が

閉まるところです。やはり、高齢者がつま

ずく原因なんです。これは造ったときはほ

ぼバリアフリーに見えるんですけれども、

利用すると、そういう不具合があります。

すぐ、老人クラブのボッチャだかなんだか

の大会のときに、そこでどんどんつまずい

ているおじいちゃん、おばあちゃんを見ま

して、これはいかんと思い、受付の責任者
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の方にそれを申し上げましたら、何とか工

夫をすぐにしていただいた。 

 こういうところを見ていますと、なかな

かこの評価点では見えないところもある

と思います。ここはぜひ評価していただき、

月１回の会議をそれぞれやっていらっし

ゃるので、ぜひそういう利用者の意見もど

んどん吸い上げた形で、またこちらはこち

らで、聴いている意見なんかもどんどん提

案をしていただきたい。また稼働率、先ほ

ど別府コミュニティセンターのことを言

っていらっしゃいました。やはり使っても

らって何ぼなので、そこは寂しい施設やと

思われないように、指定管理者の方には何

とかハッパをかけて、盛り上げていただく

ようにお願いします。 

 これは意見、要望だけにさせていただき

ます。ありがとうございます。 

○増永和起委員長 ほかにございますか。 

 森西委員。 

○森西正委員 先ほど、妹尾課長が説明会

に来られたところは、複数あるとのお話も

ありました。非公募は当然ほかにないとい

うことです。公募の部分では、どの程度の

事業所に声をかけられ、説明会にはどの程

度の事業所が来られたのか、議案７９号、

第８０号、第８４号、第８５号、第９３号、

第９５号に関して教えていただきたい。 

 それと、選定委員です。これは、市長公

室長が委員長で、総務部長、施設所管部長

が委員になられて、選定委員会をされてい

ます。全体の中で見ていますと、私が利用

して受けるイメージと出てきた点数が、違

うところがあります。例えば高い低いは、

一つの施設に対してはどこが高いかは出

るんです。全体の中で、高い低いを比べて、

点数が高いから、低いからどうなのかは、

人によって見方が違います。例えば施設の

所管部長が入られたら、その所管部長が点

数をどう付けるかによって、点数が違って

きたりします。 

 例えば選定委員会の中で、違うのが施設

の所管部長だけなのか、例えば外部委員２

名は常に同じ方であるのか、教えていただ

きたい。 

 以上です。 

○増永和起委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 それでは、公募

の際に、どれぐらい声をかけたのかという

お問いでございます。自治振興課が所管す

る施設は、正雀市民ルームでございます。 

 正雀市民ルームにつきましては、現指定

管理者への声かけと、後はホームページで

の掲載のみでございます。７月の中旬から

８月の下旬までのホームページの掲載と

なっております。 

 それから、説明会は、７月２８日に実施

しました。そのときには、現指定管理者を

含む２者が参加されました。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係ります公募の状況でござ

います。 

 事前の問合せで頂いた、同種の指定管理

をされている企業に、また時期が来たらお

声かけさせてもらいますというところで、

案内しておったんですが、今手元に何者へ

声をかけたかというのはないんですけれ

ども、複数者に公募が始まった時点で、今、

掲載していますという声かけをしており

ます。 

 説明会自体は、体育施設につきましては

３者、説明会にお越しいただきました。 

 またプールにつきましては、２者、事業

者から説明会に出席していただいており
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ます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 吉田部長。 

○吉田生活環境部長 所管では、直接はご

ざいませんが、私も選定委員会に出させて

いただきましたので、ご説明をさせていた

だきます。 

 選定委員会は、摂津市公の施設の指定管

理者の指定の手続等に関する条例の第１

１条で、選定委員会を定められているよう

で、選定委員会の委員は５名以内というこ

とで、５名がなっております。 

 それで今、森西委員もおっしゃっていた

だいたように、総務部長と市長公室長、あ

と担当所管部長、それと外部の委員の方が

２名おられまして、外部委員の方は、今回

でしたら１名の方は大学の関係の方で、経

営とか労務関係で大学から推薦を受けた

方と聞いております。 

 もう一人の方は、公認会計士、税理士の

方で、この５名の方で点数を付けていただ

いて、採点しております。 

 それでその施設、専門家の視点とかによ

っては、多少点数の差が出てくるのではな

いかと思っております。 

○増永和起委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 今、吉田部長から説明させ

ていただきましたけれども、指定管理者の

部分で、数名の者がそれぞれ点を付けて、

その合計点で、一応決定していると理解し

ております。 

 ただ、金額についてははっきりするんで

すけれども、それ以外のサービス面とか、

あるいは効率化等々につきましては、それ

ぞれ個人個人の委員の見方があろうかと

思っています。 

 それが、特定の委員の点数で采配される

のではなしに、全体の点数を合計しながら、

そこの一番優秀な業者に、一応落札という

ことになっております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 森西委員。 

○森西正委員 説明会に来られた事業者

は、ホームページや、体育施設等であれば

担当から声がということもあるみたいで

す。説明会に興味を持たれたら来られるか

は、事業者でどう受け止められるかであり

ますので、流れとしては分かりました。 

 選定委員会の部分に関しては、５人おら

れて、施設の所管部長がその施設によって

変わってくるということで分かりました。 

 私は外部から見た中で、平素動いている

サービス部分でしか見ていないので、そこ

のところは、見えないところでも様々なと

ころでの点が違ったりしているんだと分

かりました。 

 この中で、先ほどから別府コミュニティ

センターの稼働率をということでありま

す。例えば指定管理者だけで、稼働率を上

げるということではいけないと思うんで

す。そこは、建物を持っている市も、どう

やって稼働率を上げていくかを共に考え

ていかないとあかんと思うんです。 

 例えば、建物は市立の建物です。後の管

理運営は、お願いします、稼働率上げてく

ださいと指定管理者に丸投げは、いけない

と思うんです。 

 指定管理者は指定管理者の中で、努力い

ただくけれども、根本的なところは、市が

指定管理と協力、連携をしながら、どうや

って稼働率を上げていくか、収益を上げて

いくかを考えていかないといけないと思

います。丸投げにはしていないとは思うん

ですけれども、そういうことがないように、

よろしくお願いをします。 

 外郭団体の件です。本市から、金銭的に
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出している部分もあります。例えば施設管

理公社、摂津都市開発です。以前であれば

シルバー人材センターが施設に入られた

り、管理をされたりということがありまし

た。本市が費用を出しているところと民間

事業者は、考え方も違うと思います。その

あたり、副市長にお聞きします。外郭団体、

本市が費用を出している事業者と民間と

の指定管理の考えはどうなのか。これは一

緒ではないと思うんです。その点の考えを

お聞かせいただきたい。 

○増永和起委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 まず、公と民間の大きな違

い、これは個人的な感想なんですけれども、

大きな違いはやはりスピード感にあると

思っています。 

 公でいきますと、それぞれ何か事案があ

れば決裁を上げる。あるいはそれまでに協

議をしながら、それから結論が出るのにな

かなか時間がかかってしまうと。ところが

民であれば、即断即決で何もかもやってし

まうと。ここが大きな違いであろうと思っ

ています。 

 それで、指定管理で純粋の民間のところ

であれば、そういうスピード感があるので

はないかと思っております。 

 先ほど、福住委員から、正雀のカフェと

いうような言葉がございました。たしか温

水プールでも何か焼きいもをやっている

ようなことも聞きます。 

 その金額は、どれほど経営に貢献してい

るか分かりませんけれども、即決をする、

あるいは即断をするというのは、やはり民

がすぐれているのではないかと思ってお

ります。 

 それと外郭団体なんですけれども、そこ

の民まではいかないと、私どもは思ってお

ります。 

 ただ、我々の公のいわゆるスピード感は

払拭していただいて民間に近い形での活

動は、外郭団体には求めていきたいと思っ

ております。 

 そういう意味では、まだまだ外郭団体に

ついては、民までは行っていませんけれど

も、公からの脱皮、これはしっかりとやっ

ていただかなければならないと思ってお

ります。 

 武雄市でしたか、民間がいわゆる図書館

を運営すると。そういうものではいわゆる

非常に大きな施設の中で、大々的にいろん

な運営をされています。これはうちの図書

館とは、比にならないぐらいの大きさであ

ろうと思っています。 

 そんな中で、市外からでも図書館利用は

多いと聞いております。今どうなっている

か分かりませんが、施設の規模によって、

それから施設の中身によって、人を呼べる

のではないかと思っております。 

 ただ、今、外郭団体でやっていますのは、

一定の小さい施設で、それから小さい事業

の中での運営でございますので、サービス

向上の展開というのはなかなか難しいで

すけれども、即断即決のスピード感を持っ

た運営は、お願いしていかなければならな

いと思っております。 

○増永和起委員長 森西委員。 

○森西正委員 奥村副市長からご答弁い

ただきました。もともとはどこの施設も公

が直で管理、それから指定管理者制度がで

きて、外郭団体、民間で、いろいろ様々な

事業形態になったんです。そこは他市でも

指定管理者制度の年数がたっていますの

で、民間でしたほうが良いところは民間で、

外郭団体でしたほうが良いところは外郭

団体で、というところです。 

 そこは、はっきりとしていただきたい。
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ある程度の年数で指定期間があるのは、指

定管理業者を変えられるところでありま

す。一定期間を見極めて、指定管理者を変

えたほうがいいのであれば、そこは変更し

ていく、市民にとって、何が、どこが良い

のかというところです。くれぐれも見極め

て、進めていただきたい。要望とさせてい

ただきます。 

○増永和起委員長 ほかにございますか。 

 光好副委員長。 

○光好博幸委員 若干重複するかもしれ

ませんけれども、公募、非公募のポイント

で、２点聞かせていただきます。 

 １点目、議案第８０号のビケンテクノを

例に挙げて確認させていただきたいんで

す。添付の補足資料、ビケンテクノの選定

基準、選定結果を見ていたんですけれども、

まず視点として、一次評価の点数、ビケン

テクノが３３８点、Ａ団体が２３８点です。

この点数の意味合い、先ほど森西委員の話

にもありました。人が評価するので、絶対

値で判定するのは難しいかもしれません。

気になったのは、４番の管理運営計画でい

くと、満点の半分なんです。 

 仮にこれが両方とも低かった場合、どう

なるのか。通常２次試験のプレゼンテーシ

ョンの審査に行くんでしょうけれども、例

えば両者が１００点台、あるいはコメ５で

第２位になったＡ団体は、次点交渉権者で

２３８点です。このあたりの数字の意味合

い、ジャッジの仕方は、何か仕組みとして、

確立されているのかどうかが１点目です。 

 ２点目、議案第８１号を見たとき、非公

募で、摂津都市開発株式会社です。三好委

員の質問であったかもしれませんけれど

も、例えば毎年の評価結果で見ると、Ｂと

おっしゃっていました。Ｂは一般的である

と。 

 それで見ていると、２点というところが

足を引っ張っているんだろうと思います。

例えば非公募で、この２点が１点になって、

評価がＣになったりするときにどう判断

していくのか、そういう仕組みはどうなっ

ているのかというところです。 

 ５年間、改善を求めていくんでしょうけ

れども、公募だったら公募で、公募したと

ころの良いところを選べる。非公募、例え

ば５年間やっていく中で、評価がＣ、Ｄで、

だめになっていったとき、どのタイミング

でどう判断していくのか、あるいは５年後

どういうことが行われるのか、仕組み、ア

プローチについてお聞かせいただきたい。 

○増永和起委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 まず１点目の

正雀市民ルームの選定基準でございます。

４項目めの管理運営計画について、ビケン

テクノが６０点、Ａ団体が６２点というこ

とで、配点の半分ぐらいということでござ

います。 

 これにつきまして、大きく影響している

のは、４の小項目であります「指定管理業

務に係る費用」がございまして、費用の金

額でもって点数化をしておりますので、募

集要項で示した上限額に近ければ点数は

低くなるし、安ければ点数は高くなるとい

う仕組みでございました。そういったとこ

ろで得点は低くなっている状況でござい

ます。 

 どういったところでジャッジというお

問いであったかと思いますが、これにつき

ましては、選定委員会で選定されるんです

けれども、基本的には６０点ぐらいを基準

点として設けているのかと思いますが、選

定委員会は、政策推進課の所管でありまし

て、選定委員会には入っておりませんので、

詳しくは申し上げられませんが、そういう
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ところでございます。 

 次に、議案第８１号のフォルテの部分で

ございます。先ほども言いましたように、

指定管理者の評価、毎年評価していまして、

一番上のＳからＤ評価ということでござ

います。それで市民ルーム、フォルテにつ

きましては、Ｂ評価となっております。 

 これにつきましても、先ほども申し上げ

ましたように、この内容を指定管理者と情

報共有し、また月１回、指定管理者と定例

会議を開いております。そのような場で改

善を必要とするところは改善をお願いし

て、努力していただいているところでござ

います。 

 基本的には、これ以上悪くなることはな

いと思います、Ｃ、Ｄにはならないと思う

んですけれども、できるだけＢをＡにする

ように、努力してまいりたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○増永和起委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 私から、また答弁させてい

ただきます。 

 それぞれ評価が低い場合、それから非公

募の場合、評価が低くなったときに次の更

新はどうするんだというお問いだと思う

んです。 

 一つは、外郭団体があるがゆえに、もし

非公募で評価が低いとなれば、他の民間企

業が参入してくるであろうかと、こう考え

たときに、まずもってないのではないかと。 

 そのときに、外郭団体であるがゆえに、

評価が低くても引き続いて運営をしてく

れるのではないかという期待を持ってい

ます。 

 ただ、評価が低くならないように、我々

は当然指導していかなければならないと

考えております。そういう意味では、今ま

で非公募の施設については、なかなか参入

が見込みにくい施設であろうと思ってお

ります。 

 それと、市との関連性が非常に強い団体

と思っておりますので、施設運営につきま

しては、例えば先ほどこのフォルテの分は

摂津都市開発株式会社でございます。それ

が他の団体が入ってくるかということに

なりますと、あの規模で、あの状態の中で

は、なかなかないであろうと。 

 ただ一つ言えることは、これは私の思い

ですが、千里丘西地区の再開発ができたと

き、そういうビル管理等々については、そ

れなりのスケールで、それなりの施設であ

れば、民間企業が入ってくるであろうと。

その折にどうしていくかは、課題として残

っていると思っております。 

○増永和起委員長 光好副委員長。 

○光好博幸委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 先に申し上げておきます。公募、非公募、

今の仕組みを否定しているわけではござ

いません。 

 ただ、選定のところで、何かしら評価を

していることは、意味合いがあると思って

います。その数字であったり、費用のとこ

ろは仕方ないと思います。例えば、１００

点のうち４２点のところがもし決まった

としたら、この場で若干改善の余地がある

という前提において、評価されているとし

っかり受け止めていただきたい。 

 もう一つ言いたかったのは、評価を毎年

やられています。先ほどのご答弁でも、月

１回すり合わせというか、会議をされてい

ます。費用面とか利用者の増加というとこ

ろで、なかなか指定管理者側でどうこうで

きる問題だけではないと思います。進捗管

理といいますか、ずっと低い点数、ここも



- 25 - 

 

うちょっと上げたほうが良いんじゃない

かというところにフォーカスをして、５年

後にはしっかりと、例えばＢがＡになるよ

うに、そういったこだわり、ポイントを絞

って、そういった目線で５年間やっていた

だきたい。５年後どうだったのか、ぜひこ

だわって取り組んでいただきたい。よろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

○増永和起委員長 ほかにございますか。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは、一つは立ち位置

の問題、２点目は再委託の件、３点目に機

能面の件で、要望させていただきます。 

 指定管理の案件で質疑をされるのは、次、

５年後になってくるわけです。そういう意

味で、今日いらっしゃる皆さんも、もしか

したら半分以上、５年後にはまた違う立場

になっているかも分かりませんので、お話

しさせていただきたい。 

 １点目の立ち位置の件です。指定管理者

の皆さんも、非常に窓口対応、各種業務で

よくやっていただいていると感じており

ます。現場の管理者の皆さんには、感謝を

いたしております。 

 その上で、現在アフターコロナからの回

復期でありまして、管理者の経営状態も非

常に苦しい中、やっておられると思います。 

 所管外になりますけれども、例えば給食

の管理であったり、給食を輸送する運送会

社であったり、給食が届けられないとかと

いうことも、最近ニュースでありました。 

 頼りにしている管理者の方にもしもの

ことがあった場合、市民の方がたちまち困

るわけです。特に、避けることができない、

ご葬儀とか、斎場の利用であるとか、使え

ませんというわけには実際いかないわけ

です。 

 そういうことも含め、しっかり経営の部

分についても、よく把握をしておいていた

だきたい。 

 皆さん方に指定管理の件でお聞きする

と、なかなか、語弊があるかもしれません

が、難色を示される場合もあります。 

 それは専門性もあり、一旦任せたんだか

らという気持ちもおありかと思うんです

けれども、どうしても管理者のほうが詳し

くなる場合があります。 

 本来は、指定する我々が、イニシアチブ

を取ってという立ち位置でおってほしい

とは思うんです。現場的にはそういかない

場合もある、先ほどの火葬炉の件であると

か、あると思います。管理者の方に喜んで

仕事をしていただく、また改善しようとす

るきっかけになるのは、やはり市民の皆さ

んからの声だと思います。 

 我々も議員という立場で、市民の皆さん

にいろいろ意見を頂いたら、うれしいとき

もありますし、考え直さないといけないこ

ともあります。 

 そういう意味で、市民の皆さんが声を上

げられるような雰囲気、仕組みづくりを、

それぞれの指定管理者で内容は違うと思

うんですけれども、よろしくお願いします。 

 それと今日の質疑で、他市との連携の話

がありました。非公式にはあるのかも分か

りませんけれども、他市との情報交換会も、

定期的に開催していただいて、しっかりそ

のスキルを磨いていただきたい。 

 指定管理については、担当課長のセンス

というか、非常に要求される部署でもあり

ます。その課の中で実際に務められている

職員の方が、板挟みになって困らないよう

に、しっかりその辺、今以上に力を付けて

いただきたい。よろしくお願いします。 

 ２点目の再委託の件です。私の場合、青
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少年運動広場を地域で抱えており、月１回

は物品を借りにいったりとかします。 

 青少年運動広場の場合は、ＳＳＫと再委

託されたシルバー人材センターの方が一

緒の部屋にいらっしゃいます。不便を感じ

たことも、嫌な思いをしたことも一回もあ

りません。委託された主たる方、そこの管

理者の主たる方、採択された方との連携を

コントロール、コーディネートする人がい

るのか、たまに感じます。また、その辺の

状況も見ていただきたい。 

 また、シルバー人材センターも非常に高

齢化が進んでおります。後任者がなかなか

いないという事情もありますので、その辺

も含めて、５年間しっかり見ていただきた

い。 

 最後、３点目の機能面の件です。先日、

味舌体育館で摂津宥和会の運動会が、リニ

ューアルされて開催され、非常に良いイベ

ントと感じました。 

 味舌体育館は、防災機能を有した体育館

でもあります。そういう面で、椅子の数が

適当だったのか、避難所になった場合、と

いうことも感じました。かまどベンチがあ

り、実際に、かまどとして炊くときのまき

が準備されているのか、そういう付随した

施設面での実情、先ほど福住委員からもあ

りましたように、建物も含めて、もう一回

確認していただきたい。 

 ５年に１回のことであります。しっかり

見直しして、市民の皆さんに喜んでいただ

けるように、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○増永和起委員長 ほかにないですね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時５７分 休憩） 

（午後 ０時５９分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 議案第７１号及び議案第７７号の審査

を行います。 

 本２件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。 

 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 それでは、摂津市国民健

康保険特別会計補正予算に関して質問さ

せていただきます。  

一つ目、補正予算書７ページの歳入です。 

 国保財政安定化支援事業繰入金で１，１

２３万円の減額補正となっております。当

初予算書で見ると３，８４６万円から約３

分の１近くの減額補正となっております。

まずこの内容についてお伺いします。 

 また、どういう理屈でこういう金額が査

定をされているのか教えていただきたい。 

 二つ目、保険基盤安定繰入金保険料軽減

分２，６３８万４，０００円の増額分の補

正です。こちらに関して当初予算は３億８，

８０６万円で、割合的にはそこまでも大き

くないんですけども、こちらについても内

容と繰入金の算定方法について教えてい

ただきたい。 

 続きまして、同じく７ページ、歳入の産

前産後保険料繰入金４０万円の増額補正

についてです。こちらについても当初予算

書にはなかったもので、制度開始に合わせ

て追加されるものだと思います。この繰入

金の算定方法、内容等についても併せて教

えていただきたい。 

 続きまして歳出、９ページ、国保システ

ム改造委託料です。５７２万円の増額です。

委託内容について教えていただきたい。 

 １回目は以上でお願いします。 

○増永和起委員長 答弁を求めます。 
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 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは４点のご

質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の国保財政安定化支援事業

繰入金についてでございます。 

 こちらにつきましては国保被保険者の

うち、低所得者の方が多いことや高齢者の

割合が高いこと、また、病床数が多いこと

といった保険者の責めに帰することがで

きない事情について地方交付税措置が講

じられているものでございます。 

 国民健康保険財政の健全化及び保険料

負担の平準化に資するため、国の地方財政

計画の歳出において１，０００億円が計上

されており、保険料軽減世帯割合や高齢被

保険者数割合が全国平均値を上回る団体

に対し、国において設定される係数に基づ

き交付額が決定されるものでございます。 

 続きまして、２点目の保険基盤安定につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 保険基盤安定繰入金保険料軽減分につ

きましては、国民健康保険には保険料の負

担能力が低い低所得者の方が多く加入さ

れているという構造的な問題を解決し、市

町村保険者の財政基盤の強化を図るため、

市町村が一般会計から軽減相当額を繰り

入れ、その費用の４分の３を都道府県が負

担することとされている繰入金でござい

ます。 

 その算定方法についてですが、１０月３

１日までに把握した保険料軽減対象世帯

に係る均等割、平等割の軽減額相当額につ

いて、保険基盤安定繰入金保険料軽減分と

して一般会計から繰り入れるものでござ

います。 

 ３点目の産前産後保険料繰入金と産前

産後保険料免除の内容についてのご質問

にお答えいたします。 

 産前産後保険料免除の内容についてで

ございます。 

 こちらにつきましては子育て世帯の負

担軽減を図るとともに、次世代育成支援の

観点から、出産する被保険者に係る産前産

後期間相当分の保険料を免除するもので

ございます。 

 具体的には、出産予定日または出産日が、

令和５年１１月１日以降で、妊娠８５日以

上の被保険者が対象で、届出により単胎妊

娠の場合は出産予定月の前月からの４か

月間、多胎妊娠の場合は出産予定月の前月

からの６か月間について、保険料の所得割、

均等割を免除するものでございます。 

 産前産後保険料繰入金算定につきまし

ては令和６年１月から開始される制度と

なっておりますので、このタイミングで補

正をさせていただくものでございます。厚

生労働省において、一人当たりの保険料減

免額についてはおよそ２万７，０００円で

あるという試算がございます。 

 本市における年間の出産育児一時金の

支給見込み件数が約６０件となっており

ますので、２万７，０００円に６０件をか

けた約１６０万円が１年間トータルでの

繰入金総額となってまいります。 

 令和５年度におきましては、令和６年１

月の制度開始から年度末までの３か月間

が対象期間になってまいりますので、１６

０万円の４分の１の金額である４０万円

を繰入額として計上しているものでござ

います。 

 それから、４点目の国保システム改造委

託料の中身についてのお問いでございま

す。 

 令和６年１月から開始される先ほどの

産前産後保険免除制度の開始に当たりま

して、該当する世帯に送付する保険料決定
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通知書に減免後の金額を反映するため、本

市で使用している基幹システムの改修が

必要となります。この国保システム改造委

託料は、当該システム改修を行うための委

託料で、具体的には保険料の賦課計算処理

に対応するため、賦課情報入力画面の見直

しをはじめ賦課情報や国保資格関連画面

の見直し、軽減額集計表の見直し、関係帳

票類の文言追加修正などを行う予定とな

っております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。

２回目を聞かせていただきます。 

 国保財政安定化支援事業繰入金に関し

て、国が係数を作ってそれを基に変わるの

で、差異が出てくるというご説明だったと

思います。 

 算定方法については理解できたんです

けども、当初の予定で見込みと１，１２３

万円の差異が生じた。毎年、差異が出てい

るのは理解しているんです。ただ、毎年、

結構な金額が動くので、摂津市がそれだけ、

病院の床数が変わっているとも思えませ

ん。低所得の方が一気に減ったとかという

ことが起こっていないと聞いております。 

 その中で、これだけ差異が出てくるのは

なかなか難しいというか変だと思う部分

があるんです。どういう部分に差異があっ

たのか、具体的な数字がもし分かれば教え

ていただきたい。 

 ２点目、保険基盤安定繰入保険料軽減分

に関してです。 

 算定方法について理解いたしました。当

初の予定では見込みが２，６３８万４，０

００円と、差額が生じております。ご説明

いただいた基準に対してどの部分に差異

があったのか、具体的な数字が分かれば教

えていただきたい。 

 続きまして３点目、産前産後保険料繰入

金に関してです。４０万円の部分で、制度

が始まるのが１月からだから今のタイミ

ングでやられたということでした。 

 ただ、３か月間が対象です。１月の開始

から年度末までの３か月間が対象になっ

ている令和５年度の周知の仕方をどうさ

れるのかが気になるところです。 

 既に妊娠されている方とかも１か月分

だけが受けられる対象になるとかそうい

ったところがあるとは思うんです。そうい

った方にどういうご案内をしていくのか。 

 今後は、母子手帳の交付の際、出生届を

出される際にこの制度の説明をしていく

のかどうか、教えていただきたい。 

 今回この国保事業での制度となってお

ります。これは社会保険ではもう既にある

のかどうか、どういう状態になっているの

か教えていただきたい。 

 もう一点、お伺いしたいのが、この産前

産後の部分で、４０万円の金額が出ており

ます。市が負担する１０万円分の財源につ

いてどのような形になっているのか、内訳、

国が何ぼ、府が何ぼ、市が何ぼか教えてい

ただきたい。 

 続いて、国保システム改造委託料につい

て、５７２万円の増額補正に対して理解し

ました。 

改めてお伺いしておきたいのは、５７２

万円に関して、財源は国からもらえるのか

どうか等も含めて教えていただきたい。 

 ２回目、以上です。 

○増永和起委員長 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、２回目の

ご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の国保財政安定化のどうい

った差異が、当初予算の見込みであったの
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かというご質問でございます。 

 本市におきましては、前年度実績を基に

保険料の負担能力として低所得者が多い

ことに対する補塡分として２，６６５万３，

７５０円、それから高齢者の割合が高いこ

とに対する補塡分として１，１８０万６，

２５０円、合計で３，８４６万円を予算措

置しておりました。 

 このうち高齢者の割合が高いことに対

する補塡分としては約１４万円上振れし

たものの、低所得者が多いことに対する補

塡分としては約１，１３７万円下振れした

ことによりまして、差し引き１，１２３万

円の減額となったものでございます。 

 続きまして、２点目の基盤安定のこちら

もどういった部分で差異があったのかと

いうことでございます。 

 当初予算との差額２，６３８万４，００

０円が生じた理由でございます。こちらの

保険料軽減分につきましては毎年、過年度

の実績額をベースに、当該年度の推計被保

険者数などを加味して当初予算額を決め

ておりますけれども、被保険者数の減少割

合に比べ保険料軽減対象世帯の減少割合

が少なかったことから、当初予算額との乖

離が発生している状況でございます。 

 具体的な数値で申し上げますと、１０月

末時点の被保険者総数は令和４年度から

令和５年度にかけて１，０９１人、約６．

７％の減少となっておりますけれども、軽

減対象となる被保険者数については令和

４年度から令和５年度にかけて４７６人、

約４．６％の減少に留まっておりますので、

この辺りが当初予算と実績額が乖離した

要因であると捉えております。 

 続きまして、３点目の産前産後保険料免

除に関係した３点の周知、社会保険、それ

から国・府・市の負担割合についてのご質

問でございます。 

 まず、１点目の周知につきましては、条

例が承認された後に速やかに市のホーム

ページにおいて周知させていただきたい

と考えております。 

 広報せっつにおいても制度の案内につ

いて記事を掲載していきたいと考えてお

ります。 

 また、出産される前段で出産育児課にお

いて母子手帳が交付されますけれども、そ

の際に、「せっつみんなで子育てガイド」

という冊子が配られます。こちらについて

も新たにできます国保の産前産後保険料

免除制度について記事を載せる予定にし

ております。 

 市民課に出生届があった場合につきま

しても、出生による加入手続と同様、国保

年金課に案内がされた際に、窓口にて制度

のご案内をさせていただくこととしてお

ります。 

 それから、社会保険ではどうなっている

のかというお問いでございます。 

 健康保険、厚生年金部分のいわゆる社会

保険料につきましては、平成２６年４月か

ら産前産後保険料免除制度が開始されて

いると聞いております。 

 社会保険料が免除される期間としては、

多胎妊娠の場合９８日ですが、産前の４２

日と産後５６日の産前産後休業期間のう

ち、妊娠または出産を理由として労務に従

事しなかった期間とされています。 

 それから、３点目の産前産後保険料繰入

金の負担割合でございます。 

 令和５年度においては、産前産後保険料

繰入金として一般会計から４０万円繰り

入れる部分の内、国・地方における負担割

合については国が２分の１、府・市が４分

の１ずつとなっております。市の負担部分
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は１０万円で、地方交付税措置が行われる

予定となっております。 

 それから最後、４点目の国保システム改

造委託についての財源のお問いでござい

ます。 

 こちらにつきましては、これまでも制度

改正に伴いシステム改修が必要となる場

合におきましては、国から特別調整交付金

により財政支援が行われてまいりました。 

 なお、特別調整交付金については対象期

間が１月から１２月の期間設定となって

おり、その間の支払いが完了していること、

これが要件となることから、今回のシステ

ム改修分につきましては、次年度の特別調

整交付金で措置されることとなっており

ます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。 

それでは、全て要望にさせていただきます。 

 国保財政安定化支援事業繰入金に関し

てです。高齢者の割合に関しては約１４万

円上振れだが、低所得者の部分に関しては

約１，１３７万円の下振れであったという

答弁をいただきました。 

 事前に聞いた内容では、低所得者の人が

減ったわけではないと聞きました。具体的

な数字を教えていただいたわけではない

ので、全国的に多分１，０００億円の予算

の使い方に対して、摂津市が全国と対比し

たときにぶれが生じていると理解してお

るんです。それでも予算額の３分の１とい

うのはまあまあ大きい部分で、毎年、毎年

この程度の金額が動いて差異が出ている

部分と思っています。 

 他市の状況は分かりませんけども、仕方

がないとある程度は理解しているんです。

あまり大きな補正をしないように、できる

こととできないことはあるとは思うんで

すが、精査してやっていただくよう要望し

ておきます。 

 次、保険基盤安定繰入金保険料の軽減分

に関してです。これは差異が出てる部分、

教えていただきましたが、こちらも頑張っ

て精査していただくよう、要望にしてとど

めておきます。 

 続きまして、産前産後保育料繰入金に関

してです。財源に関しては理解いたしまし

た。交付税措置で、交付税がどんと入って、

何が何のお金かよう分からへんようにな

るんじゃないかと個人的には思っていま

す。 

 国のやり方なので、なかなかどうともで

きない部分はあるとは思うんです。摂津市

の場合、そこまで財政的に悪いわけじゃな

いのが現状です。 

 交付税で、本当にもらえているのかと思

ったりする部分もあります。予算の組み方

がどんどん複雑化していると思います。皆

さん、その部分に関してしっかりやってい

ただいていると思っていますので、適切に

今後も対応していただくよう要望してお

きます。 

 同じく社会保険の制度としては既にこ

の産前産後の部分にあると理解しました。 

 一方、今回、国保では新たに始まるので、

運用における課題点に関しては既に社会

保険の部分である程度、実績は出ていると

思います。その辺を参考にしていただいて、

円滑に進めていただきたい。 

 それと、周知の仕方に関して、広報紙と

かを使っていく。出生届の提出時に説明も

されるということで一定、安心している部

分があります。担当課が違いますので、ど

うやってやるのかと思っていたんですけ

ども、しっかりやってくれるというところ
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で、ある程度、漏れは防げると思います。 

 時効の関係とかがあまり詳しく分かっ

てないですけども、国保、結構、免除でき

る、保険料が大きい制度だと思います。漏

れのないようにしっかりやっていただき

たい。 

 例えば、漏れている方が分かれば、こち

らからプッシュでお知らせとかできるよ

うに、最初は特に知らない人が多いと思い

ます。知らん間に損してたということがな

いように、できるだけやっていただきたい。

要望としておきます。 

 続きまして、国保システム改造委託料の

部分です。 

 こちらに関しても特別調整交付金で、も

らえるという認識です。ただ、来年度に入

ってくるというところでした。 

 補正は来年度、組んで、今年の分に入れ

るのか、何するのかよく分かりません。来

年度予算に入ったら、降って湧いたお金み

たいに見えるわけです。その辺の使い道、

どうやるのかシステム的に分かりません

が、しっかりやっていただきたい。 

 この会計制度は本当に複雑で、私みたい

な素人が全然、精査できているかといった

らできてないんです。だからこそ職員が大

変だと思いますので頑張っていただきた

い、エールを送って終わります。 

 以上です。 

○増永和起委員長 ほかにありますか。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、産前産後の保

険料免除について、お聞きします。 

 保険料免除の考え方につきましては、お

答えいただいたと思っております。妊娠８

５日以上で１１月１日以降に出産する方

が免除の対象になるということです。１１

月から条例改正までの間に出産される方

は届出等ができないと思われます。この方

に対してどのように対応されるのか、教え

ていただきたい。 

 以上です。 

○増永和起委員長 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、ご質問に

お答えいたします。 

 １１月１日以降に出産される方への対

応でございます。ご意見のとおり産前産後

保険の免除対象につきましては１１月１

日以降に出産される方が対象になってく

るところでございます。 

 １１月、１２月に出産された方について

は、届出により対象期間について遡及して

保険料が免除されることになります。 

 そのことから、条例施行後におきまして

は、出産育児一時金の支給申請をされる等、

こちらで一定、把握できる方に対しては届

出の提出勧奨を実施して、産前産後保険料

免除制度や届出に関するご案内をしてい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 １１月以降の方への案

内についてのお答えをいただきました。 

 国民健康保険は低所得者に対して法定

の保険料軽減制度があったと思います。そ

の制度が適用される場合、産前産後期間の

保険料免除はどのように適用されるのか、

お聞きします。 

○増永和起委員長 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、２回目の

ご質問にお答えいたします。法定の保険料

軽減制度が適用されている場合の産前産

後保険料免除の適用の仕方でございます。 

 保険料の所得割につきましては、産前産

後期間の所得割額が免除されます。 

 また、均等割につきましては、従前の法
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定の保険料軽減の適用がある場合は、均等

割の減額分が重複しますので、まず、法定

軽減を適用し、その後、なお残る保険料に

ついて産前産後保険料免除を適用するこ

とになります。 

 単胎妊娠の場合を例に挙げますと、均等

割額につきましては、法定軽減で年額の７

割が軽減されている場合は残りの３割に

対して産前産後保険料免除が適用されま

す。 

 この残りの３割部分に対して、産前産後

期間である４か月分が免除されることと

なり、１年を通して見ますと１２分の４を

乗じたおよそ１割が産前産後保険料免除

部分に当たりますので、均等割額の年額の

うち、法定軽減分で７割、産前産後保険料

免除分が１割ということで合計約８割の

減額となります。同様に法定軽減が５割の

場合は、合計で約６．７割、２割軽減の場

合は、合計で約４．７割の減額となります。 

 以上です。 

○増永和起委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございまし

た。様々に免除が受けられるのは、出産に

かかってお金がかかる、また特に若い方に

とってはありがたい話と思います。そうい

う意味では、申請が正確に漏れのないよう

に、先ほど、三好委員もおっしゃっていま

したけど、確実に受けていただけるのが一

番いいと思うんです。 

 この産前産後の免除について、４年前だ

ったと思いますが、国民年金でもこの免除

が始まるので、この委員会で質問をさせて

いただきました。 

 そのときには、ちょうどコロナもあり外

出がなかなかしにくい、小さい子を抱えて

移動しにくいのでオンライン申請を要望

させていただいたんです。 

 その後、オンラインの申請ができるよう

になっているのかどうか。そして、国保も

そういったことができるのかどうかを併

せてお聞きします。 

○増永和起委員長 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは３点目の

ご質問にお答えいたします。 

 国民年金の産前産後保険料免除につき

ましては、ご意見のとおり平成３１年度か

らできるようになっており、届出が必要で、

また対象の免除期間としては４か月分と

いうことで、今回の国民健康保険の内容と

ほとんど同じ内容になっております。 

 オンラインでの申請、届出でございます

けれども、現時点で確認する限りにおいて、

まだオンラインの申請には対応できてい

ないことを確認しております。 

 今後、政府が進めるガバメントクラウド

等々、ＤＸの推進によってオンライン申請

の推進がなされていくものと考えており

ます。 

 国保の産前産後保険料免除につきまし

ても、直ちにオンライン申請の予定はして

おりませんけれども、先ほどの国民年金と

同様、先々そういった手続の簡略化等も可

能性としてあるものと認識しております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございます。 

マイナンバーカードをいろいろと国保の

保険料とかいろんなものがひもづけして

いることを考えますと、できるだけ申請が

オンラインでできれば、もっと簡単で楽に

なる。忘れたとか、特に出産後はなかなか

本人の体調もあり、また一時、実家に帰っ

て出産になりますと申請が遅れたりもあ

るのかもしれません。ぜひオンライン申請

について進めていけるように要望をして
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いただきたい。 

 様々な軽減制度については理解をいた

しました。経済的な負担軽減でこの免除が

行われることは本当にありがたいことだ

と思います。社会保険ではもう既に始まっ

ていたということです。やっと国民健康保

険もついてきたのかという感じです。これ

からもこういった制度がもっと充実でき

ることを願っております。これからの申請

どうぞ丁寧に対応していただきますよろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

○増永和起委員長 ほかにありますか。 

 光好副委員長。 

○光好博幸委員 私から１点だけ、意見要

望です。 

 先ほど来からご説明ありました産前産

後の保険料免除についてです。周知につい

てホームページとか広報紙でもやるとお

っしゃっていました。私、男性なので細か

いことは分かりませんが、出産のとき、な

かなか余裕がないのでそういったところ

で見る、あるいは自分で確認することはな

かなかできないと思います。先ほど、ご答

弁がありましたように出産育児課の母子

手帳の配布、市民課の出生届のときとうま

く連携して確実に対象者には情報が届く

ようにだけ徹底していただきたいので、よ

ろしくお願いします。 

 以上です。 

○増永和起委員長 ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後１時３４分 休憩） 

（午後１時３５分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 議案第７２号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し質疑

に入ります。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 介護保険特別会計補正

予算書、２６ページ、債務負担行為につい

てお聞きします。この内容について、まず

お答えいただきたい。 

○増永和起委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 要介護認定調査事

業債務負担行為についてお答えします。   

内容につきましては、要介護認定の審査

に係る窓口業務及び審査会業務の一部業

務を委託するものでございます。 

 具体的な事務内容といたしましては、介

護認定に係る申請、主治医の意見書の依頼

回収、介護認定審査会の業務の進行補助及

び結果通知の発送等となっております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございます。 

前回、令和２年度のときは、令和３年度か

ら５年の期間で債務負担行為限度額が６,

０００万円に設定をされておりました。今

回、６,５４０万円になっています。増額

理由についてお答えいただきたい。 

○増永和起委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 お答えします。 

前回、債務負担行為の上限額の設定につ

きまして６，０００万円で設定させていた

だいておりました。今回が６，５４０万円

という設定にさせていただいてるんです

けども、この増額の主たる要因につきまし

ては、高齢化の進展に伴います対応件数の

増加によるものが大きく、令和３年度から

令和５年度における要介護、要支援認定の

申請件数、約１万１，１００件ございまし

た。これに対しまして次期債務負担行為期
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間となる令和６年度から令和８年度につ

きましては約１万２，３００件を見込んで

おります。 

 また、この増加に伴いまして令和４年度

より介護認定審査会の回数を月８回から

月１１回に増回しております。これが主に

経費の増加につながったものでございま

す。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 「高齢化の進展」と聞き

ますと、本当に人数が増えてくる、対象者

が増えてくるというのは周りを見てもす

ごい実感をするところです。 

 特に、コロナ禍の３年間で皆さんが活動

を止めざる得なかったところから、体力が

衰え、人と会う機会が減り、会話が減って

認知症が進んでという方が本当に周辺に

多いです。 

 そんな中でもやっと今、動き出し、お友

達と会ったり老人クラブの会合に出たり、

集い場に誘われて行ってみたりと少し回

復されている方もいらっしゃって、介護度

がちょっと軽くなる方も稀にいらっしゃ

います。 

 介護度が軽くなると、「軽くなった」と

いって喜んではらへんのです。何か損した

みたいに言う方もいらっしゃって、「ちょ

っと意味が違うんだけど」と思いながら聞

いているんです。人それぞれ受け止め方が

きっとあるんだと思います。 

 一方、いまだに介護を受けずに足を引き

ずりながら、よたよたしながら歩いている

方もいます。その辺どのように私たちも声

をかけて「申請したらどうですか」と気軽

に言ったら、お金もかかるとご不安になる

方もいらっしゃるので、介護のこれからの

対応は本当に大変だと思います。 

 本当にこの数が増えていくことも懸念

されるところです。一方、ヘルパーとかケ

アマネジャーが減ってきており、少し心配

する点があります。 

 今までずっと頼りにしていたケアマネ

ジャーが年齢で、パソコンはいじれないの

で辞められました。ケアマネジャーがこれ

からどのように対応できていくのか懸念

です。この人数が増えていくことと、それ

をする側の対応力については、高齢介護課

もしっかりと注視していただいて、今後の

介護申請に関わる業務、どうぞよろしくお

願いをいたします。 

○増永和起委員長 ほかございませんか。 

 森西委員。 

○森西正委員 要介護認定調査事業です。 

 市民の声で、認定の時間が少しかかって、

待つ時間が長いという声が多くあります。

その点の改善、現在、どういう流れで、結

局、出るまでにどの程度の時間がかかって

いるのか、お聞かせいただきたい。 

 市民の声としては「早く」という声があ

って、どの部分をどう改善していけば、そ

こが早くなるのか、今のかかる時間がもう

いっぱいいっぱいなのか、お聞かせいただ

きたい。 

○増永和起委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 ２点のご質問にお

答えします。 

 現状の介護認定の申請から決定までに

要する期間になるんですけども、こちらに

つきましては令和４年度の実績で４２．３

日となっております。原則、国からは「３

０日」という数字を求められているところ

でございますが、本市におきまして「４２．

３日」という状況でございます。 

 令和３年度以前におきますと５０日を

超えるようなときもございました。改善方
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法といたしましては、先ほどの福住委員の

ところでもご答弁させていただいてるん

ですけども、多くの数をどれだけさばいて

いけるかというところになってくるかと

思いますので、令和４年度から月８回とい

うところを月１１回に増回させていただ

いているところでございます。 

 こういった形で４０日前後まで日数を

縮めることはできたんですけども、まだ３

０日を超えている状況で、今後も高齢者の

増加が見込まれ、認定審査を必要とする方

が多く出てくるのかと思います。 

 そういった中で国でも法改正等々ござ

いまして、令和３年４月の法改正を見まし

たら、例えば、要介護認定で更新前後で要

介護度に変更がない方については、最長４

８か月に延長とか、更新される方について

は、そういった形でできる限り更新の回数

は減らせるような取組もされております。 

 そういったところも踏まえまして、どれ

だけ効率的効果的に件数をさばいていく

かというところでもございますので、その

辺は次期委託業者とも調整しながら、１回

当たりの審査件数がどれだけできるかも

踏まえてやっていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 森西委員。 

○森西正委員 今回の限度額が６，５４０

万円で出ています。例えば、費用を多くす

れば日数が早くなることがあったり、限界

があったりとか、次の業者で改善の話をさ

れるということです。そこのところは、金

額の問題、人的な問題なのか、現実的にど

ういうところが問題なのか。 

○増永和起委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 お答えします。認定

審査会を行うに当たりましては、お医者さ

んであったりとか委員に出席いただいて

２次判定になるんですけども、そういった

中で審査をしていくことになります。「月

１１回に増回しました」と申しましたけど

も、審査していただける委員の日程調整

等々もございますので、何回が限界ですと

いうところはまだ分かかりませんけども、

どこまで回数を増やしてやっていけるの

かは今後、精査していきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 森西委員。 

○森西正委員 委員も本業がありますか

ら、そこは調整しながら難しいところだと

思いますけれども、市民の立場から、国が

示されている３０日に近づけていただけ

ますようによろしくお願いをします。 

○増永和起委員長 ほかにありますか。 

 光好副委員長。 

○光好博幸委員 １点だけ、１１ページ、

包括的支援事業・任意事業費の会計年度任

用職員報酬で１４８万５，０００円減額さ

れています。その理由といいますか、今の

状況についてお聞かせください。 

○増永和起委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 お答えします。減額

の理由でございます。 

 こちらにつきましては、当初、予定して

おりました採用時期での人員確保、具体的

には介護給付適正化専門員、こちら介護給

付に係るケアプランチェックの適正化等

の業務を担っていただいている会計年度

任用職員であるんですけども、令和５年度

当初からの人員の確保に至らなかったこ

とに伴いまして、上半期分の不用額１９５

万７，０００円を減額するものでございま

す。 

 高齢介護課としましては、現在２名の会
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計年度任用職員がいらっしゃるんですけ

ども、３名の人員体制を考えておりますの

で、今年度下半期以降になりますが、まだ

採用は考えておりますので、順次、体制を

整えてまいりたいと考えております。 

○増永和起委員長 光好副委員長。 

○光好博幸委員 ご答弁ありがとうござ

います。介護給付適正化専門員、恐らく採

用には経験とか専門的な知識等々、要ると

思うのでなかなか難しいというか、２名体

制でなかなか苦労されているかと思いま

す。粘り強くというか、しっかりと採用で

きるように取り組んでいただきたいので

どうかよろしくお願いします。 

 以上です。 

○増永和起委員長 ほかに質問ありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後１時４８分 休憩） 

（午後１時５０分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 議案第６８号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第７１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第７２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第７７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８０号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８３号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 
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 議案第８４号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８５号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８９号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第９０号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第９１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第９２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 暫時休憩します。 

（午後１時５３分 休憩） 

（午後１時５４分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 本委員会における所管事項に関する事

務調査について協議します。 

 令和６年度の行政視察につきましては、

令和６年４月下旬から５月中旬の実施を

予定しております。 

 視察を実施するに当たっては、相手市と

の調整等で一定の時間を要することから、

本日は視察項目のみ協議・決定し、３月の

本委員会までに事務局で視察先を調整し

てもらいたいと考えております。調整がで

きましたら、３月の本委員会で視察先等を

決定しますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、視察項目について協議をさせ

ていただきます。 

 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 委員長が以前、おっしゃ

っていた補聴器の補助について、私も視察
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したいと思っています。 

○増永和起委員長 加齢性難聴に対する

補聴器補助ですね。 

 ほか、何かありますでしょうか。こうい

うところに行きたいとか。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 食品ロスの取組で、以前、

群馬県前橋市に行きました。 

 そこから少し進んでいるところもあっ

たりして、昨日、テレビで埼玉県草加市と

いうところが、商工会が柱になっていろん

な企業とかにも声をかけ、食品ロスの取組

を進めています。草加市がいいというわけ

ではないんですけど、フードバンクもいい

取組をやられていました。食品ロスについ

て、摂津市もいろいろやっているので、そ

ういうのがあれば視察したいというのは

あります。 

 補聴器の件と絡めて行くんやったら、距

離とかいろんなことがあるんでしょうけ

ども。 

○増永和起委員長 フードバンクで冷蔵

庫がついてるところがあったりとかです

か。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 そうです、もちろんそう

いうのです。 

企業が協力的で、だから商工会というと

ころが一つのキーになっているみたいだ

と思うんです。 

○増永和起委員長 加齢性難聴、食品ロス、

フードバンクについて。 

○福住礼子委員 あと移動支援が、見に行

きたいけどなかなか、見に行ったところで

摂津市に合うか合わへんかもあるかと思

うけど。 

 テスト的にいろいろやり出してるじゃ

ないですか。それは大阪府内でもやってる

かもしれませんけど。 

○増永和起委員長 デマンドバスみたい

な感じのやつですか。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 そうです。 

 乗り合いタクシーとか。 

○増永和起委員長 項目としては、ほか特

にないですか、産業振興とか。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 個人的には、近いところ

で東大阪市のものづくりとかは、すごく興

味があるんだけど、視察で一泊二日という

ものではないので、今回は項目に入れなく

て大丈夫です。 

○増永和起委員長 この中から２項目に

決めてしまっていいですか。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 テーマがあれば少し調

べやすいので、幾つかあれば。 

○増永和起委員長 デマンドバスとか医

療の関係とか、高齢者政策とかいろいろあ

ると思うんです。 

 今、出てる中から決定してもいいとは思

ってるんですけれども。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 ごみも気になるところ

なんです。今、摂津市は何でも燃やすよう

に変わってしまったから。 

 でも、プラスチックは捨てんといてほし

いというのは、私の心の中に少しあります。 

 でも、今、視察に行くのは時期が違うな

と思っています。茨木市とのごみ処理広域

化が始まったばっかりなので。 

○増永和起委員長 では、視察項目としま

しては、加齢性難聴の補聴器補助が一つ目、

二つ目は、食品ロス、フードバンクについ

て、三つ目が、高齢者の移送手段について、

この三つの中で、相手先もありますので、
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事務局で探していただきたいと思います。

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 それでは、ただいまの

協議のとおり決定させていただきます。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午後２時２分 閉会） 
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